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はじめに 

 

本マニュアルは、平成 21年に発刊し、水道事業者が効果的に広報活動を実施

するにあたっての基本的な考え方や手法を紹介した。 

しかし、発刊から 10年の間に、本格的な人口減少社会の到来に伴う水需要の

減少、水道施設の老朽化の進行、深刻な人材不足、そして大規模災害の激甚化・

常態化等、水道事業を取り巻く環境は厳しさを増している。 

平成 30 年 12 月、こうした課題に対応するため、水道の基盤強化を旨とした

水道法の一部を改正する法律が公布された。 

同法に基づく「水道の基盤を強化するための基本的な方針」では、事業に係る

収支の見通し等を住民等に対して情報提供することが重要であり、水道事業者

等はこうした水道事業等に関する情報を積極的に発信し、「水道は地域における

共有財産であるという意識を醸成することが重要である。」としている。 

ここから一歩踏み込むと、従来のお知らせ型の広報から、水道使用者のニーズ

（潜在的な欲求）及び水道事業者のシーズ(水道の持つ価値や強み）をお互いに

理解する、コミュニケーション重視の双方向型の広報が、これからの水道事業者

に求められる広報の姿ではないだろうか。 

水道事業者は、独占的に地域の水道運営を担う事業者であり、平時有事を問わ

ず、適時、適切な情報を、適切な方法により発信することが求められるとともに、

デジタル化の加速により多様化・複雑化する情報発信媒体への対応も同時に求

められている。 

本マニュアルの改訂にあたっては、平成 21年に発刊したマニュアルの既存の

項目を整理・修正をするとともに、広報すべき項目や広報媒体の種類等、新たな

項目を加えている。 

また、先行事例や好事例を豊富に掲載しているほか、戦略的に広報を実施する

ために必要な実施計画の作成や計測が難しい効果分析についても、その考え方

等を掲載している。 

本マニュアルが、基盤強化を目指す水道事業者における新たな広報活動の一

助となれば幸いである。 

 

 

  令和５年３月   

広報専門委員会 
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